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　１月20日、栃木県内初となるドクターヘリの運航が、獨協医科大学病院を基地病院とし
て始まりました。
　ドクターヘリとは、救急医療用器具や医薬品を装備したヘリコプターに、フライトドク
ター、フライトナースと呼ばれる、訓練を受けた救急医および看護師が同乗し、救急現場
で必要な初期治療を行いつつ医療機関に搬送を行うことを目的としたものです。
　離陸から20分以内で県内のほぼ全域をカバーするドクターヘリの機動性と迅速性は、ま
さしく患者の命をつなぐ翼といえます。

飛行時間と距離相関図
運航範囲は原則として栃木県内。
約20分で全域をカバーします。

※およその時間で、この時間で
　必ず到着するものではありま
　せん。飛行経路等にもよりま
　すのであくまで目安です。

5分

10分

15分
20分
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ヘリの内部には人工呼吸器や心電図モニター、

自動体外式除細動器（AED）などの医療機

器が搭載されており、迅速な初期治療によ

る救命率の向上が期待されています。

ドクターヘリ搭載設備

フライトドクター10名・フ
ライトナース5名・パイロ
ット2名・整備士１名・運
航管理1名の総勢19名の特
別な訓練を受けたスタッフ
によりドクターヘリの運航
が行われています。

ドクターヘリホットライン

患者搬送

救急車出動

119番通報

患者搬送

ドクターヘリ出動

ドクターヘリ要請

消防本部

ランデブー
ポイント

公園・学校の校庭など
設定された離着場

救
急
現
場

獨協医科
大学病院

医療機関

ドクターヘリ搬送の基本的な流れ

※一般の方からの要請はできません。
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第
61
回
成
人
式
が
１
月
10
日
、

壬
生
中
央
公
民
館
中
ホ
ー
ル
と
南
犬

飼
中
学
校
新
体
育
館
で
行
わ
れ
、
４

１
２
名
の
成
人
者
の
う
ち
３
５
１
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
式
典
及
び
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
は
成
人
者
か
ら
な
る
運
営
委
員
が

執
り
行
い
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
来
賓
の
方
々
が
成
人

者
に
暖
か
い
励
ま
し
の
言
葉
を
か
け

ま
し
た
。

　
当
日
は
、
晴
天
に
恵
ま
れ
参
加
者

の
表
情
も
晴
れ
や
か
で
、
運
営
委
員

の
進
行
に
よ
り
式
典
は
厳
粛
に
、
ア

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
は
和
気
あ
い
あ
い
と

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
恒
例
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、

中
学
時
代
の
恩
師
か
ら
の
あ
い
さ
つ

や
抽
選
会
な
ど
旧
交
を
温
め
な
が
ら

楽
し
み
ま
し
た
。
そ
の
後
ク
ラ
ス
単

位
の
集
合
写
真
を
撮
り
、
全
日
程
を

終
了
し
ま
し
た
が
、
会
場
の
外
で
は

近
況
を
報
告
し
あ
っ
た
り
写
真
を
撮

り
あ
っ
た
り
な
ど
、
久
し
ぶ
り
の
再

会
を
懐
か
し
ん
で
い
ま
し
た
。
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私
た
ち
は
、
平
成
元
年
・
二
年
生

ま
れ
の
新
成
人
で
す
。
元
号
が
変
わ

っ
て
私
た
ち
が
成
長
し
て
き
た
こ
の

20
年
の
間
で
日
本
の
経
済
状
況
や

人
の
価
値
観
は
大
き
く
変
化
し
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
昨
年
は
特
に
い
ろ

い
ろ
な
変
化
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
チ

ェ
ン
ジ
」
の
年
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
の
中
、

今
日
か
ら
私
た
ち
は
大
人
の
社
会
に

一
歩
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

学
業
に
励
ん
で
い
る
人
、
将
来
の
道

を
模
索
し
て
い
る
人
、
す
で
に
職
業

に
従
事
し
て
い
る
人
、
そ
し
て
家
庭

を
持
っ
て
い
る
人
な
ど
立
場
は
様
々

で
す
が
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
行

動
に
責
任
を
持
ち
、
社
会
の
一
員
と

し
て
常
に
向
上
心
を
持
っ
て
前
進
す

る
覚
悟
で
お
り
ま
す
。
ど
う
か
こ
れ

か
ら
も
温
か
い
目
で
見
守
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
今
日
、
私
た
ち
が
こ
う
し
て
集
い
、

成
人
式
を
迎
え
ら
れ
る
の
は
、
ご
指

導
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
見
守

っ
て
く
だ
さ
っ
た
地
域
の
方
々
、
私

た
ち
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
両
親
や

家
族
、
そ
し
て
切
磋
琢
磨
し
て
と
も

に
歩
ん
で
き
た
仲
間
た
ち
の
お
か
げ

で
す
。

　
こ
の
感
謝
の
気
持
ち
、
そ
し
て
成

人
と
し
て
の
決
意
を
忘
れ
ず
に
、
今

ま
で
受
け
た
ご
恩
に
報
い
ら
れ
る
よ

う
精
一
杯
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
中
学
校
を
卒
業
し
て

か
ら
５
年
の
歳
月
が
流
れ
ま
し
た
。

　
地
元
に
残
っ
た
友
人
、
別
の
地

に
移
っ
た
友
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
様
々

な
生
活
を
送
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、

私
た
ち
は
、
高
校
で
の
出
会
い
、

さ
ら
に
進
学
し
て
か
ら
の
出
会
い
、

職
場
で
の
出
会
い
と
、
交
友
関
係

を
大
き
く
広
げ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
良
き
青
春
時
代
に
友

人
と
一
緒
に
学
び
、
部
活
動
を
頑

張
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
先
生
に

叱
ら
れ
た
こ
と
や
、
み
ん
な
で
大

い
に
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
な
ど
、

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
財
産
と

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
で
も
、

母
校
南
犬
飼
中
学
校
を
訪
れ
る
と
、

先
生
方
が
笑
顔
で
迎
え
て
く
だ
さ

る
の
も
、
か
け
が
え
の
無
い
思
い

出
に
浸
れ
る
楽
し
い
ひ
と
時
で
大

変
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
成
人
者
と
し
て
新
た

な
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。
大
き

な
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
気
持
ち
が
折

れ
そ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
ん
な
時

は
、
今
ま
で
学
ん
で
き
た
こ
と
や
、

出
会
っ
て
き
た
人
た
ち
と
の
繋
が

り
を
心
の
支
え
に
し
て
、
自
分
の

決
め
た
道
を
し
っ
か
り
進
ん
で
い

け
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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水道の閉栓手続きを
忘れずに！　　　　

税務課の窓口時間を
延長いたします！

平成22年4月5日（月）から
毎週月曜日

　税務課では、お客様の利便性の向上のため、
次のとおり窓口時間を延長いたします。

○実施日　毎週月曜日（祝日等を除く）
　　　　　※平成22年4月5日（月）から開始
○時　間　午後5時15分～午後7時
○場　所　壬生町役場（本庁のみ）税務課
○その他

　納税することもできます（窓口は税務課にな
ります）。
　税証明等の交付についても取り扱うことが
できるようになりました（窓口は町民生活課に
なります）。

問合せ先　町上下水道部水道課　　82－2260
（徴収事務受託者　㈱日本ウォーターテックス） 問合せ先　町総務部税務課　　81-1816

4月から役場の閉庁時間が
変更になります

問合せ先　町総務部総務課庶務人事係　　８１－１８０６

午前8時30分 ～ 午後5時30分

午前8時30分 ～ 午後5時15分

変更前

変更後

6

　人事院勧告により、国家公務員の勤務時間が1日あたり８時間から
７時間45分に変更になりました。それに伴い、栃木県庁をはじめ、県
内の自治体でも同様に勤務時間の変更が実施されます。壬生町におき
ましても、平成22年4月1日（木）より、職員の勤務時間が変更になります。
　これにより、平成22年4月1日から、役場（延長窓口を除く）及び出張所の閉庁時間が
次のようになりますので、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

 

　なお、毎週月曜日に実施している窓口延長業務は、引き続き午後７時まで実施します。

●引っ越しの日が決まりま
　したら、前もって水道課
　へ閉栓の手続きをしてく
　ださい。連絡の際は、住
　所・氏名・引っ越し日時・
　引っ越し先をお知らせく
　ださい。

●引っ越しまでの水道料金（精算分）は、前回の
　検針日から引っ越しまでの使用量をもとに計
　算いたします。

●連絡（閉栓の手続き）をいただきませんと、水
　道を使用されていなくても、引き続き料金が
　かかってしまいますので、必ず水道課へご連
　絡をお願いいたします。
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い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で
す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
「
壬
生
町
く
ら
し
の
便
利
帳
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
種
届
出
も
お
願
い
し
ま
す
！

の

引
っ
越
し

季
節
到
来

●
町
内
の
学
校
間
で
の
転
校

　
転
居
届
を
す
る
際
に
、
転
校
前
に

在
学
し
て
い
た
学
校
の
発
行
す
る
「
在

学
証
明
書
」
「
教
科
書
給
与
証
明
書
」

を
持
っ
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
町
外
へ
の
転
校

　
担
任
の
先
生
を
通
じ
学
校
長
に
申

し
出
て
、
「
在
学
証
明
書
」
「
教
科

書
給
与
証
明
書
」
「
日
本
体
育
・
学

校
健
康
セ
ン
タ
ー
の
加
入
に
関
す
る

書
類
」
を
も
ら
っ
て
、
転
校
先
の
市

町
村
教
育
委
員
会
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

●
町
外
か
ら
の
転
校

　
転
入
届
を
す
る
際
に
、
転
入
前
に

在
学
し
て
い
た
学
校
が
発
行
す
る
「
在

学
証
明
書
」 

「教
科
書
給
与
証
明
書
」

「
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー

の
加
入
に
関
す
る
書
類
」
を
持
っ
て

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
は
】

町
教
育
委
員
会

　
　
　
学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

　
　
　
　
　
　
　
81
―
１
８
７
１

転
校
す
る
と
き

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
が
、
進
学
の
た
め
、
他
の
市
町

村
等
に
転
出
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の

学
生
の
医
療
費
は
、
扶
養
者
な
ど
が

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の

 
●

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

 
●

在
学
証
明
証
又
は
学
生
証
の
写
し

 
●

印
鑑

【
お
問
い
合
わ
せ
は
】

町
民
生
部
保
険
環
境
課
国
保
医
療
係

　
　
　
　
　
　
　
　
81
―
１
８
３
６

進
学
す
る
と
き

他市区町村から壬生町に
引っ越して来たとき

引っ越した
日から
1４日以内

転入届

壬生町内で
引っ越しをしたとき

引っ越した
日から
1４日以内

転居届

壬生町から他市区町村へ
引っ越すとき

引っ越しする
予定の日の
前後１４日以内

転出届

前市区町村の
転出証明書が
必須です

※上記届出の際、その他関連する手続きが必要になることが
　ありますので、事前にお電話などでお問い合わせください。

引っ越しの内容 届出の種類 届出の期間 注意事項

各種届出のときは、届出に来た方の
　　本人確認書類（免許証や保険証など）と
　　　　　　　　　　ご印鑑が必要になります！

～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～
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自動交付機稼働時間

自動交付機
平　　　日

土日祝日等

午前８時３０分　～

午前８時３０分　～

午後５時３０分
午後６時

午後５時３０分
午後５時１５分

手　数　料

※ご利用には暗証番号を設定した「印鑑登録証」が必要です。
※ご本人の印鑑登録証明書と住民票、同じ世帯の方の住民票もお取りいただけます。

　いままで住民票や税証明の手数料は、１人や１筆・棟増ごとに基本の２００円に
２０円づつ加算していましたが、平成22年4月からは住民票等は  一律２００円 ・
税証明は  １枚２００円  と変更させていただきます。

１人分の住民票の写し　　　　　２００円　⇒　２００円（変更なし）
６人世帯全員の住民票の写し　　３００円　⇒　２００円
５筆の評価証明書（１枚）　　　２８０円　⇒　２００円
９筆の評価証明書（２枚綴り）　３６０円　⇒　４００円
※ 税証明は、１枚に通常６筆（税目）まで記載することができます。

平成22年4月1日より

問合せ先　町民生部町民生活課住民係　　８１－１８24

新　手　数　料従　来　の　手　数　料

１枚　２００円
２枚　４００円
３枚　６００円
４枚　８００円

１律　２００円

１人　２００円

２人　２２０円

３人　２４０円

…１人増すごとに＋２０円

基本　２００円

…１筆・棟・税目増すごとに
＋２０円

住民票の写し

戸籍の附票

評価証明書
公課証明書
所有証明書
納税証明書

自動交付機の稼働時間及び手数料の
一部が変更になります！　

平成22年4月1日より

自動交付機の稼働時間及び手数料の
一部が変更になります！　

平成22年4月1日より

自動交付機の稼働時間及び手数料の
一部が変更になります！　
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高額療養費について高額療養費について
　高額療養費とは、それぞれの世帯の所得状況に応じた１ヶ
月の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合に給付を
行う制度です。（詳細は下記をご参照ください。）

　壬生町国民健康保険では、被保険者の方が病院にかかると、町に病院から請求が届
きます。その後、２ヶ月程度で町から高額療養費の支給に該当する世帯主の方へ、

ご案内のはがきをお送りしています。

　① そのはがきに書いてある診療月にかかった病院、薬局、施術院などの領収書
　② 印鑑
　③ 口座振込みを希望する預金通帳
　④ 保険証
をお持ちいただき、役場保険環境課国保医療係の窓口にて申請してください。
申請受付から支給まではおよそ１ヶ月です。
　

　ご自身の世帯が高額療養費に該当することが確実でも、病院からの請求明細が壬生町に届か
ない限り、ご案内及び手続はできませんので、ご案内のはがきが届いてから、手続きくださる
ようお願いします。
　国民健康保険の高額療養費の申請の際には、医療機関で発行された領収書を提示していただ
いております。
　確定申告等で医療費控除を受ける場合は、領収書の原本の添付が必要となります。
　医療費控除を受ける方で、高額療養費に該当すると思われる方は、あらかじめ領収書のコピ
ーをとっておいていただきますよう、ご協力お願いいたします。

はがきが届いた場合には

70歳未満の方の高額療養費

自己負担限度額は、下の表の通りです。

※1　基礎控除後の所得が600万円を超える世帯および所得不明者（未申告等）がいる世帯
※2　住民税非課税世帯

A　上位所得者　※1

B　一　　般

C　低所得者　※2

１５０，０００円＋
（医療費－500 , 000円）×１％

　８０，１００円＋
（医療費－267 , 000円）×１％

　３５，４００円

８３，４００円

４４，４００円

２４，６００円

 区　　分 自己負担限度額（月額） 多数該当

注　　意



70歳以上の方の高額療養費

国保加入者で70歳以上の方の１ヶ月の自己負担限度額は、次の表のとおりです。

現役並み所得者：保険証の自己負担割合が３割の方
低 所 得 者 Ⅱ：世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税である方
低 所 得 者 Ⅰ：世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税であって、
　　　　　　　　その世帯の所得が一定基準以下の方

現役並み
   　所得者

一　　　般

低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ

８０，１００円＋
（医療費－267 , 000円）×１％

 区　　分 多数該当自己負担限度額（月額）

４４，４００円

１２，０００円

８，０００円

４４，４００円

なし

１５，０００円

２４，６００円

４４，４００円

入院および世帯合算外来（個人ごと）

計算方法
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　・月の１日から末日までを１ヶ月の計算とします。
　・70歳未満の場合ひとりの人が、同じ月、同じ医療機関で支払った自己負担分を合計します。
　　（同じ医療機関でも入院と外来は別々に、総合病院等では診療科ごとに計算。）
　・70歳以上の方はひとりの人が、同じ月に支払った自己負担分を合計します。
　・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険外負担は支給対象外となります。

※多数該当
　　高額療養費の支給が過去12ヶ月に３回以上
　あったときは、４回目以降は自己負担限度額
　が引き下げられます。

※世帯合算
　同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月に21,000
円以上支払った場合は、それらを合算します。



11

平成22年度分  国民健康保険
人間ドック・脳ドック検診費用助成金

申込受付について

平成22年度分  国民健康保険
人間ドック・脳ドック検診費用助成金

申込受付について

■日　時　4月8日（木）
■場　所　壬生町保健福祉センター
　　　　　※一斉受付終了（12：00を予定）後の申請は、
　　　　　　随時、役場保険環境課で受付いたします。
■持参していただくもの　●壬生町国民健康保険証
　　　　　　　　　　　　●印鑑（認印）

下記のすべての項目に該当される方
① 壬生町国民健康保険に加入している被保険者
② 検診時に年齢３５歳以上７５歳未満の方
③ 壬生町国民健康保険税を完納している世帯に属する方

◎　検診医療機関及び検診日程につきましては、受付当日に会場でお知らせいたします。
　　また、申請書類等は会場に備え付けますので、当日会場でご記入いただきます。

助成対象者

助成金額

一斉受付 8：00から整理券配布
8：30から整理券番号順に受付

　平成22年度分の助成をご希望の方は、下記により受付いたしますので、申請をお願
いいたします。

　医療機関窓口で支払う自己負担額の割合の２割への引き上げが、さらに１年間延長
される予定です。

◎問合せ先　●町民生部保険環境課　国保医療係  　　81-1836

人間ドック検診助成

脳ドック検診助成

日帰りコース

1泊2日コース

日帰りコース

20,000円

30,000円

20,000円

ドック助成の種類 コ　ー　ス 助　成　額

70歳から74歳までの窓口自己負担割合について70歳から74歳までの窓口自己負担割合について

平成22年3月まで　　　　　　　　　　平成22年4月から

※新しい高齢受給者証は３月末までに郵送いたします。

１割負担 １割負担２割
（１年間延長されます）
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教育委員会だより教育委員会だより教育委員会だより

　１月27日、けやきフェア（授業参観）が開催。１年
間学習してきた成果を、保護者や友達の前で発表しま
した。
　６年生は、キャリア教育を兼ねて「夢に向かって」(総
合的な学習の時間)をテーマに、将来つきたい職業につ
いて、具体的にどうすれば実現できるか、調べたり、取
材したりしてまとめ、自分の夢を熱く語りました。これ
も壬生東小が取り組んできた「伝え合う力」の成果でも
あり、保護者の方から、夢の実現に向けてのエールをい
ただき、感激いっぱいの子どもたちでした。

　１月21日、睦小学校でゴボウ、ニラの生産者やJAし
もつけ職員等との交流給食会が行われました。
　メニューは、モロのフライ、県内産のかんぴょうサ
ラダ、壬生産ブランド「みぶの妖精」のゴボウやニラ
が使われた野菜の味噌汁にとちおとめのブラマンジェ
の５品。
　栃木県にゆかりのある食材を使ったおいしい給食と
生産者との楽しい会話に、子どもたちは大喜びでした。
　この取組みは、食育推進のための地産地消教育の一
環として行われたもので、生産
者やその関係者との会食を通
じて、子どもたちに地元で生
産されている食材への関心を
高めてもらうと共に、生産者
への感謝の気持ちを持っても
らうことがねらいです。

6年生が将来の夢を語る　壬生東小

睦小学校で
生産者と

が行われ
ま し た

　
　最近、この言葉を耳にする機会が増えたのではない
かと思います。
　その背景には、ＢＳＥの発生以降、鳥インフルエンザ
や食品の偽装表示、農産物の残留農薬問題など、「食」の
安全について様々な問題が発生したことにより食の安全
性に対する関心が高まったことがあります。
　これらを踏まえて、壬生町教育委員会では町内の小・
中学校を対象に農作業の体験や農作物生産者・関係者
との交流、学校給食での地元産農作物の利用を促進し
ています。
　みなさんも地産地消について考えてみませんか？

The borad of education
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　壬生町の中学２年生による社会体験活動、マイ・チャ
レンジ推進事業が町内を中心に実施されました。
　今年度は、南犬飼中学校が、11月9日から13日の5日間、
壬生中学校は、インフルエンザの流行の影響を受け、11月
16日、17日の2日間だけでしたが、地域の皆さんの協力や
指導を受けながら、貴重な体験をすることができました。
　現在、これからの社会を担っていく子どもたちには、
キャリア教育を通して主体的に将来の進路を選択・決定
する力が求められています。マイ・チャレンジ推進事業は、

地域の方々や事業所の方々の協力や指導のもと、このよ
うな力を身につけるための絶好の機会となります。
　生徒たちは、マイ・チャレンジ推進事業に参加して、「社
会で必要となる礼儀やマナー」「あいさつ」「親や地域
の方々への感謝の気持ち」「将来についての自分の気持ち」
などを実感することができたと感想を述べています。
　今年のマイ・チャレンジ推進事業が無事終了できたの
も地域の皆様方のご支援、ご協力のおかげと感謝してお
ります。　今後ともよろしくお願いします。

　子育て支援グループ「ポケット」は、未就学児とその保護者等を対象に、ふれあいサロン・のびのび広場・すくす
く広場の開催、小学校での読み聞かせなどの活動を行っています。
　小学校での読み聞かせは、今年度で10年目になります。壬生東小学校は毎週月曜日に１年生、睦小学校は毎週水
曜日に１年生、第２・第４水曜日に２年生で行っています。読み聞かせの時間は、朝の自習時間です。
　１年間をとおして児童をみていると、入学した４月は落ち着きのない児童が多く見られますが、翌年の３月に

なると目を輝かせて聞き入り、素晴らしく成長している
ことがわかります。また、読み聞かせの朝は、子どもたちが、
廊下で首を長くして待っていてくれます。「今日は、何の
本？」、「何組？」と質問攻めです。とてもうれしい瞬間です。
　先日、スーパーで、女子高生から「ポケットさん」と声
をかけられました。10年前に壬生東小学校で読み聞かせ
したときの小学生が、高校１年生になっていました。「電
車通学のときに、必ず本を読んでいます。」と聞き、読書
離れの抑止に貢献できたかなとうれしく思いました。
　今後も、小学校での読み聞かせを続けていきますが、出
来れば全学年を対象に活動していきたいと考えています。

教育委員会だより
The borad of education





【イメージ図】通報

消防局
出動

地図情報 文字情報
■丁目
●番地
▲号

発信位置が自動的に表示

119番通報
位置情報通知システム
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携帯電話・固定電話（ＩＰ電話等含む）等からの

　携帯電話・ＩＰ電話等からの119番通報にお

いて、迅速に通報位置を特定することができる［携

帯電話・ＩＰ電話等からの119番通報位置情報

通知システム］の運用を4月1日から開始します。

石橋地区消防組合　消防本部　通信指令課　　０２８５－５３－１１１９

の導入のお知らせ

119番通報
位置情報通知システム

１.位置情報通知システムとは…
　近年、携帯電話やIP電話等が普及し、119番通報の受信件数が、年々増加しています。
　このシステムは、携帯電話やIP電話等からの119番通報時に、通報と同時に119番通報者の発信位置を
消防本部の指令台のディスプレイの地図上に表示させるシステムです。
　特に、携帯電話での屋外からの119番通報では、土地勘のない方からの通報でも、GPSを使い迅速に
通報位置を特定することができるため、より早い消防車・救急車の出動につながることが期待されます。

４.消防本部からのお願い
　携帯電話で119番通報した場合、その携帯電話の機種や電波の受信状態により、通知される位置情報
に誤差が生じ、通報場所の正確な位置を特定できないことがありますので、これまでと同じように、住
所や目標物（建物・橋・交差点など）を確認して伝えるよう、ご協力ください。

問合せ先　

消防署からのお知らせ
fire station of information

２.対象となる電話は…
　・固定電話　 一般的に家で使用されている電話
　・携帯電話　 第3世代と呼ばれる携帯電話
　・IP電話等　（光電話）IP電話・光電話と呼ばれるもの

３.消防本部へ通知される通報者情報
　・携帯電話　携帯電話番号、位置情報（緯度・経度）
　・IP電話等　IP（光）電話番号、住所、氏名

　※「184」が付加された発信者番号非通知の場合は、位置情報は通知されません。ただし、この場合
でも、消防本部等において緊急に位置情報が必要であると判断した時（人の生命、身体等に差し迫った
危険があると認められ、通報内容から直ちに位置情報を知ることができないとき）には、位置情報を取
得することがあります。



マイ・バッグ使用のマナー

●お買い物の最中は折りたたんでおきましょう。
●買うものは、お店に備え付けの買い物かごに入れましょう。
●レジを通ってからマイ・バッグを使いましょう。
●お店の買い物かごは決められた場所に戻しましょう。

　平成22年２月１日から、「カスミ壬生店」と「シンユーストア」の２店舗において、地球温暖化防止のた
めレジ袋を削減する取り組みとして、レジ袋の無料配布が中止されました。
　レジ袋の削減が「環境にやさしいライフスタイルへと変えるきっかけ」になればと、壬生
町消費者友の会（栗原芳子会長）と壬生町女性会（野口榮子会長）等の団体が店頭キャ
ンペーンを実施しました。
　店頭では、団体の皆さんが、お店に来るお客さん、一人ひとりにレジ袋の
無料配布の中止とマイバッグの持参を呼びかけました。
　また、４月１日から「コープおもちゃのまち店」でも、レジ袋の無料配布
が中止になります。

環境にやさしいライフスタイルへ

16

　ＰＣＢ廃棄物は、ＰＣＢ特別措置法で、平成２８年７月までに処理することに
なっていますので、微量ＰＣＢの混入の有無を早急に把握しておく必要があります。 
　今回、県では、国の経済対策のひとつとして造成した「地域グリーンニューディ
ール基金」を活用し、微量ＰＣＢの混入を把握するための検査費用の一部を補助
する事業を実施することにしました。

補 助 対 象

対 象 機 器

補 助 率

事 業 期 間

申請様式等

参　　　考

民間事業者、市町等が行う検査（抜油等の作業費込）費用

「トランス（柱上トランスを除く）」及び「コンデンサ（照明用コンデンサを除く）」

１／２（１台あたりの事業費は、25,000円を上限とし、補助額は千円未満切捨てとします。）

平成21年度から平成23年度の3年間

申請様式等は、栃木県廃棄物対策課ホームページに掲載されています。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-gnd.html

電気機器等にＰＣＢを使用しているか否かについては、社団法人日本電気工業会のホーム
ページをご覧いただくか、各製造メーカーにお問い合わせください。　http://www.jema-net.or.jp/

くり はらよし  こ の  ぐち えい  こ
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まつ  い  はる  お

やぶ  た  ひろし

くらばやしたけひろ

かね  だ  はる

「農業委員会・認定農業者・消費者等」
との　　　　　　　　　　

　壬生町農業委員会（松井晴夫会長）は、１月20日に町役場正庁で「農業委員会・認定農業者・消費者等」との意見
交換会を開催いたしました。この交換会は、「安心・安全な農作物」について消費者と生産者の相互理解を深める
ことを目的に企画され、今年で４回目となります。
　今年は、消費者代表として、壬生町女性７団体の代表者の方に参加いただき、総勢36名の参加の下、活発な意見
が交わされました。
　意見交換の中で、壬生町女性７団体の出席者から、
農薬の問題、地産地消、遊休農地の活用の件や、普段、
スーパーや直売所等に買い物に出かけた時に感じ
たこと、生活している中で気に掛けていることにつ
いてなど、活発な意見が出されました。
　これに対して、認定農業者からは、「消費者の信頼
を得るために、農薬の使用にあたっては、細心の注
意を払って基準に違反しないようにしている。また、
生産工程の記録をきちんと付け、消費者等の信用を
失うことのないようにしている。」などの発言があ
りました。

み
　12月19日、安塚コミュニティーセンターにおいて、安塚南部自治会（藪田宏会長）及び育成会（金田晴
美会長）主催による青少年健全育成地域懇談会が開かれました。懇談会には、おもちゃのまち交番、安塚
小学校、町生涯学習課、スクールガードリーダー、交通指導員の他、安塚小学校ＰＴＡや日頃児童の登下
校において支援されているスクールガードの方も参加しました。
　講演では、おもちゃのまち交番の倉林健裕所長から、栃木署管内の交通事故やおもちゃのまち交番管内

の身近な犯罪の現状や取り組みにつ
いて、具体的な事例を基に説明して
もらいました。また、講演の
後には児童を安全に横断させ
るためにはどうしたらよいか
という問題について、ＰＴＡ
から指摘のあった現地に移動
して実際に倉林所長から指導
をいただきました。

　を開催

安心・安全な農作物のために

意 見 交 換 会
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すばるのみなさん

左から青木氏、大　氏、清水町長



手製のアクリルタワシ寄附
壬生町消費者友の会

壬生町賀詞交歓会

梁島源智さんが栃木県農業士に
やな  しま    もと   のり
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さ  とうつとむ さ  とうりょう ほそ   い   よし かず

し  みず

いけ せつ   こ

いで   い    き   ほう まつ   い  はる  お

　12月15日、壬生町消費者友の会（栗原芳子会長）から、壬
生町に「手製アクリルタワシ400個｣の寄附がありました。
　壬生町消費者友の会では、洗剤を使わないアクリルタワシ
の使用をすすめ、環境と人にやさしいエコを目指しています。
　アクリルタワシは、１月４日より役場町民生活課・稲葉・
南犬飼出張所及び保健福祉センター窓口で、妊娠届出をされ
た方にお渡ししています。

　１月８日、栃木県公館で行われた平成21年度栃木県農業士・
女性農業士・名誉農業士認定式において、本町の梁島源智さん
が栃木県農業士に認定されました。
　梁島さんは、就農後30年間、苺の栽培技術を着実に向上させ、
安定した農業経営を展開しています。
　次代を担う農業振興のリーダーとして、地元鹿島営農集団の
設立に尽力し、平成20年からは壬生町農業委員としても地域農
業の発展にために活躍されています。

　１月６日、壬生中央公民館の中ホールにおいて、賀詞
交歓会が開催され、町の商・工・農・行政など各界の代
表者約400人が出席しました。
　主催者の清水町長からは、「５期20年に亘るまちづく
りの実績を振り返り、今後とも壬生町発展のために皆様
のご協力をお願いしたい。」とあいさつがありました。
　佐藤勉衆議院議院、佐藤良県議会議員、細井敬一町議
会議長から来賓祝辞をいただき、乾杯は池節子教育委員長の発声により、歓談が始まりました。皆さん和やか
な雰囲気の中で歓談を楽しんでおられました。
　下稲葉の喜峰会（出井喜峰会主）による新春謡曲が披露され、最後に松井晴夫農業委員会会長の発声により、
壬生町のさらなる発展を祈願して、万歳三唱が行われました

くり はらよし こ
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“王者”のお墓にビックリ

ミニミニどんど焼きで無病息災を！
六美南部地区

あ  づま  こ  ふん

まいそう

　１月19日、栃木県教育委員会により、発掘調査が行われ
ていた国指定史跡「吾妻古墳」の現場を地元藤井小学校５
年生が訪れました。
　現場担当者から、死者を埋葬した巨大な自然石を組合わ
せて造った石室を前にして、引率の先生をはじめ皆驚きの
声をあげていました。
　藤井小学校の敷地にも、吾妻古墳に関連すると言われて
いる石室の石があることから、児童たちもいっそう関心を
もって見学をしていました。

盛大にどんど焼き　無病息災祈る
上長田自治会

しのひでゆき

わたなべのぶ

　１月10日、上長田自治会（篠秀之会長）は、育成会と共催で
第28回どんど焼きを約300名が参加して盛大に開催しました。
　どんど焼きの前準備は昨年12月６日に総勢80人程の人が
出て、１日がかりで高さ14ｍのご神体を棟上げ、本番当日に
は参加者に、まゆ玉、甘酒、とん汁が振る舞われ、地元神社の
神主による神事が行われた後、育成会の子ども代表によっ
て火入れが行われました。

　ご神体に火がつくや激しく燃え上がり、集まった人々に歓声が起きて、竹が燃える時に出す「ポンポン」という
音が遠くの方まで心地よく響き、激しく燃えたわずかな間に年神様のお見送りと、今年の無病息災を祈りました。

　１月11日、ＮＰＯ夢くらぶむつみと六美南部育成会の共同で、
地域の人々50人が参加し、ミニミニどんど焼きが発案者の渡辺信
さんの栗林で開催されました。
　地域の人々の関係が希薄になりつつある現在、「子ども、お年
寄りを中心に交流を広げ、支えあって暮らすことを大切にしよう」
と始まったミニミニどんど焼きも今年で６回目となりました。
　主催者挨拶の後、どんどに火が入ると竹が割れる大きな音とと
もに持ち寄った正月の神飾りが勢いよく燃えました。火が治まり、おき火が出来ると用意された繭玉を参加者
が無病息災を祈り焼き、焼きあがった繭玉をほおばりながら歓談交流を深めました。

3／12（金）スタート

社交ダンスを始めてみませんか！
初級クラス3月生を募集します

3／8（月）スタート 3／10（水）スタート
夜の部　7時30分～8時30分



安塚地区防火防災講習会
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　１月24日、安塚コミュニティーセンターにおいて安塚地区の
自治会員60名が参加しての防火訓練が行われました。
　コミュニティーセンターの駐車場で、安塚分遣所の職員４名
の協力をえて、水消火器を使った模擬消火体験や消防車両の展示・
煙道体験等が行われ、普段できない体験に参加者は真剣に取り
組んでいました。
　その後は、コミュニティーセンター内に場所を移して、防火
や防災についての座談会が行われ、有事の際の自治会内の結束
を誓い合いました。

第３回栃木県
元気な農業コンクール奨励賞受賞

粂川憲彦さん
　２月２日、栃木県公館において、第３回栃木県元気な農業コ
ンクールの表彰式が行われ、本町の粂川憲彦さんが、苺の生産
技術・品質・経営・卓越した取組み等を評価され、園芸部門奨
励賞（栃木県農政部長賞）を受賞しました。

建設業ってなんだろう？
　　　　建友会総合学習支援活動
　２月３日、稲葉小学校において、５・６年生の児童たちを対
象に建友会下都賀支部による総合学習支援活動が行われました。
　これは、稲葉小学校体育館の耐震補強工事を、建友会の会員
である大島建設工業が施工していたことにより行われたものです。
　建友会の会員から建設業についての説明や、稲葉小での耐震
補強工事を通して、災害に強いまちづくりの必要性を教えても
らいました。
　その後、石橋消防署の協力による起震車体験や給食会も行われ、
普段ふれあえない建設業の方たちと交流を深めました。

くめ   かわ  のり  ひこ

広告主募集
「広報みぶ」でお店や企業、商品を

　　　　　　　　　　　　　　　　　PRしてみませんか？
詳しくは、下記までお問い合わせください。






